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         《 はじめに 》 

 

 

練馬区立厚生文化会館は、地域の皆様の相互交流や自主的な活動を促

進し、高齢者や子どもたちの福祉を増進するとともに、人権尊重に関す

る活動を推進することを目的としている施設です。 

当会館は、昭和 12 年（1937 年）6 月東京府社会事業協会によって設立

された「練馬隣保館」が前身であり、戦後、地域のみなさんの公立化運

動が実を結び、昭和 48 年（1973 年）に保育園、児童館、学童クラブ、敬

老室、集会室を併せ持った「練馬区立厚生文化会館」へと生まれ変わり

ました。 

平成 2 年（1990 年）には、練馬保育園が分離・独立し、さらに、平成

5 年（1993 年）には、建物の老朽化が進んだため、建て替えを行いまし

た。また、平成 20 年（2008 年）には外壁・空調機等大規模改修工事を行

い、現在に至っています。 

今後とも、子どもから高齢者まで、様々な活動や交流の場として、地

域に開かれた施設を目指します。 
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      《１ 沿 革 》 

昭和１２年（1937年）６月 練馬隣保館設置・東京社会事業協会融和部の設置運営 

保育・診療・集会室事業 

昭和２５年（1950年） 戦後、東京都福祉事業協会（社会福祉法人）の経営 

保育園事業のみ継続 

昭和４７年（1972年）３月 練馬隣保館改築開始 

昭和４８年（1973年）３月 練馬区立厚生文化会館竣工（練馬区立練馬保育園併設） 

   〃   〃    ４月１日 練馬区立練馬保育園開設 

   〃   〃  ５月１日 練馬区立厚生文化会館利用開始 

   〃   〃    10月 第１回運動会（豊島園）・もちつき大会始まる 

昭和５５年（1980年）11月11日 練馬地区環境改善都区地元協議会発足 

昭和５７年（1982年）12月 練馬区環境改善計画策定 

昭和６２年（1987年）10月 運動会にかえて第１回けやきまつり開催 

平成 ２年（1990年）２月 練馬区立練馬保育園完成（厚生文化会館より分離） 

平成 ３年（1991年）４月１日 厚生文化会館仮設棟業務開始（練馬３－２０－８） 

 学童クラブ南町小学校空教室利用業務開始 

   〃   〃  ６月 厚生文化会館改築開始 

平成 ５年（1993年）５月 厚生文化会館改築竣工 

   〃   〃  ６月 厚生文化会館改築披露式典 

   〃   〃  ７月１日 厚生文化会館新館業務開始 

平成 ６年（1994年）11月21日 練馬地区環境改善都区地元協議会解散式 

平成２１年（2009年）３月31日 厚生文化会館１５周年大規模改修工事完了 

平成２８年（2016年）10月 第30回けやきまつり開催 

平成３０年（2018年）５月29日 厚生文化会館運営協議会開催 会長 石田 勇作 氏 選出 
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《２ 施設の概要》 
(１) 施設の目的 

 地域住民の相互交流および自主的活動を促進し、児童および高齢者の福祉の

増進を図るとともに、人権尊重活動を推進することを目的として設置された施

設で、つぎの事業を行っています。 
    
   ① 児童福祉法第４０条にもとづく児童館事業     
   ② 敬老館事業 
   ③ 集会室事業 
   ④ 人権尊重に関する事業          
   ⑤ 前各号のほか、区長が必要と認める事業 
 
 
(２) 利用日および利用時間 

区分 利用日 利用時間 

児童館事業(児童室) 
日曜、祝休日、年末年始 
を除く 

午前10時から午後6時 
ただし、土曜日と三季休業日

等は午前9時から午後6時 

敬老館事業(敬老室) 
日曜、祝休日、年末年始 
を除く 

午前9時から午後5時 

集会室事業 年末年始を除く 午前9時から午後9時30分 

学童クラブ事業 
日曜、祝休日、年末年始 
を除く 

午前9時から午後6時 

 
※ 年末年始は、１２月２９日から１月３日です。 
※ 三季休業日等とは、区立小中学校の夏･冬･春休み期間および都民の日です。 
※ 全館清掃等で臨時に休館する場合があります。 

 

 

 

(３) 施設の規模 
   

① 構  造     鉄筋コンクリート造 地上２階 地下１階  
   ② 施設面積     １２７１．７１㎡ 
   ③ 建築面積      ６７６．６３㎡ 
   ④ 延床面積     １６７０．０８㎡ 
   ⑤ 各室面積     以下のとおり 
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   ＜児童室面積＞           単位：㎡ 
遊戯室 １２６．００ その他共有按分 ３６４．１７  
図書室 ８３．７０ 延床面積  ７３９．２２ 
工作室 ３２．５０ 屋上遊び場 ２４０．０ 
音楽室 ３２．５０   
学童クラブ室  １００．３５   
（小計） ３７５．０５   

                                       
    ＜敬老室面積＞                     単位：㎡ 

娯楽室 ９９．０ その他共有按分 ２０６．９１  
和室 ２１．０ 延床面積  ３９３．６６ 
浴室 ６６．７５   

（小計） １８６．７５   
 
    ＜集会室面積＞                     単位：㎡ 

大会議室 １０２．６ その他共有按分 ２６５．２５  
小会議室 １９．６５ 延床面積  ５３７．２０ 
視聴覚室 ２９．２５   

和室 ３９．０   
料理実習室 ５６．２５   
  相談室 ２５．２   

（小計） ２７１．９５   
 

⑥ 各階案内図 

  【２階】 
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【１階】                    
                       【地下】 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(４) 集会施設の使用料・定員等       
① 使用料・定員 
施設名 使用料（円） 

１時間につき 
定 員

(名) 
 特徴 

大会議室 (８５㎡) ７００ ５０ 可動式舞台・調光設備・音響設備など 
のある多目的集会室です。 

小会議室 (２０㎡) ２００  ８ 小規模の会議用の集会室です。 

視聴覚室 (３０㎡) ３００ １０ 小規模の会議用の集会室です。  
ピアノがあります。 

和 室  (３９㎡) 
（畳部分12.5畳） 

３００ １０ 炉と水屋(３畳)を備え、茶室としても使

用できます。 
料理実習室 

(５６㎡) 
５００ ２０ 調理台３台と講義用ホワイトボード 

があります。 
② 貸出設備・備品(有 料) 
設備・備品 使 用 で き る

部屋 
使用料(円) 

１時間につき 
設備・備品 使 用 で き る

部屋 
使用料(円) 

１時間につき 

可動式舞台 大会議室 ２５０ 音響設備 大会議室 ２５０ 

調光設備 大会議室 ２５０ 
ビデオプロ

ジェクター 
大会議室 ２００ 

茶道具 和室 １００    

ピアノ(アッ

プライト) 

視聴覚室 ２５０    

娯楽室 
和室 

舞台 

料
理
実
習
室 

事務室 

相談室 
（茶室） 

浴室 

男 

女 

ホール 

入口 

大
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議
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覚
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小
会
議
室 
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③ 貸出物品(無 料) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(５) 運営協議会の設置 

当館の設置目的(①地域住民の相互交流および自主的活動の促進 ②児童および高

齢者の福祉の増進 ③人権活動の推進)の趣旨に沿った館の適切な運営を図るため、地

域の町会等の各種団体代表者や館利用者から構成(委員２４名)された厚生文化会館運

営協議会が設置されています。 
 
 
(６) 職員構成〔令和４年４月１日現在〕 

 
館  長       １名 
事  務       ２名 
児童指導       ６名 
用務（再任用含む）  ４名 
以  上      １３名 

（このうち副館長２名、事務・児童指導に各１名） 
 
 

(７) 夜間・休日の施設管理 
   夜間(午後５時から午後９時３０分)と休日(日曜および祝休日の集会室の利用のあ

る午前９時から午後９時３０分)は、シルバー人材センターの業務者が窓口受付等の業

務を行っています。 

●ラジカセ ●電子ピアノ ●座布団 

●テレビ・ビデオ・ＤＶＤ ●譜面台 ●ワイヤレスマイク 

●ホワイトボード ●鏡（姿見） ●ゴザ 

その他、ポット・湯のみ・コップ等も無料でお貸ししています。 
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        《３事業報告(実績)》 

（1） 児童館事業 

 １ 児童対象事業 
健全な遊びを通して児童の健康を増進し情操を育むことを目的に、こどもたち

が楽しく遊べる場の提供と館内・館外での各種行事を実施しています。行事への参

加の募集は、児童室だよりとホームページでお知らせしています（南町小の各クラ

スにも 2 枚配布をしました）。 
 

  ① 児童室利用人員 

● 令和３年度利用人員         ●利用人員の推移（単位：人） 
           
 
 
             

 
 
 
 
 

 
 
 
 

② クラブ活動（児童室）事業 
小学生を対象に専門家による指導のもと、リズムダンスやミュージカルクラブ

などの各種クラブ活動を通じて、こどもたちの豊かな健全育成をはかることを目

的に実施しています。令和３年度は、１０クラブを実施しました。活動実績はつ

ぎの表のとおりです。 
● 令和３年度のクラブ活動実績 

 クラブ名 開催数 
参 加 人 数

（延べ） 
平均人数 クラブ名 開催数 

参 加 人 数

（延べ） 
平均人数 

ミュージカルクラブ 12 150 15 卓球クラブ 4 78 20 

リズムダンスクラブ 11 143 13 ヨーヨーチャレンジ 12 144 12 

一輪車クラブ 10 150 15 科学で遊ぼう 4 80 20 

おはなし会 12 96 8 工作クラブⅠ 6 178 30 

英語で遊ぼう 1 25 25 けん玉もしかめ 4 25 6 

 

幼児 小学生 中高生 保護者 計 

2,205 19,829 1,123 2,021 25,178 

8.8% 78.8% 4.4% 8% 100% 

幼 児
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9%

小学生
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79%

中高生
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4%

保護

者

2,021
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30,534
33,169

31,260

19,043
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0
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③ 館内行事 
   令和 3 年度に実施した主な館内行事と参加者数は、つぎの表のとおりです。 
実 施

月 
行事名 内容 対象 参加 

者数 

4～3 こども会議 毎月1回開催。翌月にやってみたいこと
や足りないもの欲しいもの等を子ども
たちから意見を聞く。 

小 学 3 年 生
以上 200 

4 一年生向け工作 新1年生対象に週替わりで工作を実施。 
小学1年生 75 

5 マンカラ大会 対戦遊び「マンカラ」のトーナメント戦
。  12 

6・3 てんか大会 児童室で人気のある遊びの「てんか」（
ボール遊び）の大会 小学生 40 

7・8 屋上で水遊び 夏休み期間の午前中、屋上で水遊び。 
計3回実施。 小学生 30 

8 工作週間 夏休みを利用し、少し手の込んだ工作
を楽しむ。 小学生 120 

9 ベーゴマ大会 ベーゴマ対戦のトーナメント戦。 
小学生 20 

9 リズムダンスクラブ

オンライン発表会 

リズムダンスクラブの発表をオンライ
ン（Zoom）で実施。 小学生 18 

10 ミニえんにち 人数制限を設け３部制に分かれて実施
。ミニゲームを楽しむ。 小学生 280 

11 人生ドッジボール

大会 

「人生ドッジボール」（ボール遊び）の

大会。低学年と高学年に分けて実施。 
小学生 36 

11 まっちゃんと工作 どんぐり・松ぼっくり・木の枝・木片等
の好みの組み合わせで、秋冬らしいオ
ブジェを作る。 

小学生 22 

12 年末ビンゴ大会 

 

ビンゴを楽しむ。 
小学生 55 

1 ぼうずめくり大会 ぼうずめくりのトーナメント戦。 
小学生 8 

1 夜空を見よう 夕方、屋上で月や星空観察。 幼児 
小学生 33 

2 節分 職員が鬼に扮し、新聞紙で作ったボー
ルを豆に見立てて豆まき。 小学生 65 

2 フリスビードッジ

大会 

布製のフリスビーを使ってのドッジ大
会。 小学生 15 

3 バドミントン大会 
バドミントンのトーナメント戦。 小学生 16 

3 一輪車クラブミニ

発表会 
一輪車クラブの発表会。 小学生 18 
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④ 館外行事 

   館外行事は「新型コロナウイルス感染症対策と児童館運営に関するガイドライ

  ン」に合わせ、公共交通機関を使用する事業はすべて中止となりました。 

※練馬区の児童館全体での行事  
５月 練馬こどもまつり（光が丘会場）…中止 
８月 連合行事 …オンラインで実施 
１月 児童館展（練馬区立美術館）…開催 テーマ「夢」 

 
２ 子育て支援事業 

  幼児とその保護者の方を対象に、お子さんと保護者が楽しく遊べる場を提供し、 
幼児と保護者間の交流や保護者同士の交流を推進することを目的に実施していま 
す。事業の開催日時は、児童室だよりとホームページで毎月お知らせしています。 
 

 
①よちよち (１歳以上の幼児が対象)  

登録制 毎週金曜日の午前１０時３０分から 
  手遊びやふれあい遊び、季節行事等を楽しむ会 
 
②とことこ（２歳以上の幼児が対象） 

 登録制 毎週水曜日の午前１０時３０分から 
  体操や工作、おはなし会、リトミック等を楽しむ会 
 
③わくわくランド（３歳以上の幼児が対象） 

 多数の参加があり人数制限が難しいため、わくわくランドは実施せず。 
 代わりに幼稚園児向け工作を行った。 
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● 令和３年度 幼児対象事業実績 
よちよち 

登録者数 年間実施回数 延べ参加者数 
１回あたりの 

平均参加者数 

77 組の親子  39 回 471 組 942 人 12 組 24 人 

 

とことこ 

登録者数 年間実施回数 延べ参加者数 
１回あたりの 

平均参加者数 

 54 組の親子   38 回 425 組 850 人 11 組 22 人 

 
 

 
※「わくわくランド」は大人数の参加者があり、密を避けることが困難であるため令和３年度

は中止としました。 

わくわくランド 

年間実施回数 延べ参加者数 
１回あたりの 

平均参加者数 

0 回 0 組 0 人 0 組 0 人 
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（２）学童クラブ室事業 

 1 学童クラブ事業 
保護者の就労等により主に放課後の時間帯に保育を必要とする児童が、年齢が異

なっても仲間となって楽しく遊び共に過ごすことで、豊かに育つための事業です。 
令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により運営面においても、感

染予防対策を図り分散や時間差での活動を行うなど大きな影響を受けました。 

 

＜令和 3 年度の運営・指導目標＞ 

     ・放課後の家庭に代わる場として、安心して楽しく過ごせる場所となるような運営

を目指す。 

・児童室併設学童クラブならではの良さを生かしつつ、学童クラブとしてのまとま

りや取組みも大切にした児童の健全育成を目指す。 

・保護者が学童クラブのよき理解者協力者となるような信頼関係を築いていく。 

・基本的な生活習慣を身につける。 

・集団生活のルールやマナーを身につけ、けじめをつけられるようにする。 

・自分の考えを主張するだけでなく、相手の立場になって考えることができるよう

な指導を行う。 

 

 ＜令和 3 年度の主な事業内容＞ 

    ・主な主催行事 

入学進級お祝い会(4 月)、水遊び(8 月)、仮装 day（10 月） 

年末お楽しみ会（12 月）、節分（２月） 

誕生会(毎月)・工作手芸等創作活動（随時） 

・保護者会（開催せず）、個人面談、クラブだより（13 号発行） 

・連携事業 

  児童室（各クラブ、各企画） 

 ●在籍者数（令和 3 年４月１日現在） 

 

 

1 年 ２年 ３年 ５年 計 

24 人 19 人 16 人 １人 60 人 

※ 定員は、４０人 

●令和３年度 一日当たりの平均出席児童数 

 

年間出席 

延べ人数  ア 
開館日数 イ 

一日当たり平均

出席児童数 

  ア÷イ 

平日 １1，５３３人 ２４２日 ４７．７人 

土曜 ２７２人 ５１日 ５．３人 

計 １１，８０５人 ２９３日 ４０．３人 
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2 子育て支援事業 
① にこにこ（学童クラブ室活用型 子育て支援事業）  

対象年齢：０歳から１歳前後の乳幼児おやこ 
開催日 ：毎週火・木・金曜日の午前１０時～１２時 
     終了後、昼食場所の提供。１３時まで 

 事業内容：子育て中の親同士の交流 
手遊び・紙芝居等 

 
 緊急事態宣言、蔓延防止措置中は、昼食場所の提供を行わなかった。地域の乳幼児

親子がふらっときて過ごせる居場所として定着した。 
 

② フレッシュキッズ（練馬保育園と共催事業） 
対象年齢： ０歳から１歳前後の乳幼児おやこ 
開催日 ：４、８、３月を除く毎月１回 午前１０時３０分～１１時３０分 
事業内容：保育士による手遊びや育児相談、看護師による健康相談 

パネルシアター、手形・足形アート、体を使った遊び等 
 
ふだんにこにこに来ている方が気になることを相談できるようになっている。 
感染症拡大により、フレッシュキッズは５・６・７・９・２月は中止。 

 

令和３年度 子育て支援事業実績 

にこにこ フレッシュキッズ 

回数 延べ参加者数 回数 延べ参加者数 

１０３回  ５５５人 ４回   ２２人 
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 （３）敬老館事業 

     満６０歳以上の区民の方に憩いの場を提供し、相互交流の促進と心身

の健康維持・増進を図ることを目的に実施しています。 

     利用には、敬老室の利用者登録が必要です。 

 

 ＜主な行事＞ 

    太極拳講座（月１回）、竹ふみ健康体操（月 1 回）、七夕のつどい、

敬老の日のつどい、新春芸能発表会など 

    開催日は、その都度「館だより」でお知らせしています。 

 

①  敬老室利用者数と登録者数   

● 敬老室利用人員と登録者数の推移       単位：人 
年度 29 年度 30 年度 元年度 ２年度 ３年度 

利用者数 13,568 13,412 11,995 3,321 2,289 

登録者数 350 265 348 360 99 

※ 登録は３年間有効。平成 30 年度、令和３年度は更新年度。 

平成 29、令和元、２年度は各更新期間内の累計数。 

 

   
 

 

 

②  浴室の利用 （感染症予防のため、休止中） 

     練馬区民の６０歳以上の方を対象に毎週、月・火・水・金・土曜日の

午後 1 時から４時が入浴時間となっています。 
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●令和３年度浴室利用者数   単位：人 

 男性 女性  計 

利用人員計 － － － 

 

●  浴室利用者数の推移 

    

 

   ③ その他の敬老事業実績  

 ● 主な敬老行事の年度別実績 
 

単位:人 
 

七
夕
の
つ
ど
い 

敬
老
の
日
の
つ
ど
い 

新
春
芸
能
発
表
会 

映
画
会 

い
き
い
き
体
操
教
室 

太
極
拳 

竹
ふ
み
健
康
体
操 

街
か
ど
ケ
ア
カ
フ
ェ 

２９年度 46 80 45 104 229 452 113 103 

３０年度 54 48 55 180 229 379 117 112 

元年度 44 41 44 134 146 306 139 30 

２年度 － － － 41 26 216 106 3 

３年度 － － － 40 － 94 102 31 
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（４） 集会室事業 

地域住民のサークル活動や文化活動等を推進することを目的に、活動場

所の提供をしています。 
 

①  利用方法 

練馬区公共施設予約システムで利用申し込みを 
していただきます。 

受付期間は、利用日の２か月前から前日までです。 
    （当日利用は電話で受付します。）   

なお、官公署、地域の公共的団体等の利用については、 
利用予定日の３か月前から申し込みができます。 

 
<使用料の減額・免除制度> 

・免除………官公署、区内団体の行政活動への協力時、10 人以上の区内

団体等で構成員の半数以上が 75 歳以上の団体。 
・50％減額…厚生文化会館登録団体、各種父母会、10 人以上の区内団体

等で構成員の半数以上が 65 歳以上または中学生以下の団

体。 
 
  ②  団体登録【厚生文化会館登録団体】 

 地域の方々で構成する、５名以上の、地域活動・文化活動を継続的に

行う団体が団体登録することができます。 

団体登録の要件、申請方法等は、資料４「厚生文化会館登録団体のご

案内」をご参照ください。 

令和４年３月末現在の登録団体数は、９団体です。 
    

③ 集会室利用状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ※稼働率＝利用時間÷利用可能時間（小数点以下切り捨て） 
 

〇令和３年度    

     

施設名 件 数 時間数 人 数 稼働率※ 

大会議室 730 2,096 9,544 54％ 

小会議室 556 1,462 1,377 37％ 

視聴覚室 718 1,685 2,192 43％ 

和室(茶室) 301 795 1,217 20％ 

料理実習室 64 371 560 9％ 

合計 2,369 6,409 14,890  
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〇 集会室の利用件数・人数の推移 
 
 令和３年度 2,369 件 14,890 人  
 

 
 
 
④ 集会室使用料収入 

 

令和３年度  1,543,920 円  
 

 

2,844 2,929 3,089 

2,179 2,369 

21,068 
22,548 22,330 

12,534 
14,890 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度

人

件数

人数

1,977,910 2,116,500
2,276,360

1,206,440

1,543,920

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度

使用料収入の推移
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（５） 館全体事業 

    ① けやきまつり（第３５回） 

地域に定着した祭りで、地域住民の相互交流を深める行事として、地域

代表による実行委員会を中心に企画・運営を行い、毎年実施しています。 

   〔開催日〕令和３年度は新型コロナウイルスの拡大防止のため、中止しま

した。 

     〔参加者数〕 ０人 

 

●けやきまつり参加者数の推移  

                                                

                 

② もちつき大会（練馬保育園との共催事業） 

  厚生文化会館を会場に、１２月に厚生文化会館・練馬保育園の共催で、近

隣の町会・自治会、学童クラブ父母会、練馬保育園父母会等の協力を得て実

施しています。つきたての餅は、地域の住民にご賞味いただいています。 

〔開催日〕 けやきまつり同様中止しました。 

   〔参加者数〕 ０人 

 

●もちつき大会参加者数の推移 
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（６）人権関係図書事業 

人権に関わる図書・資料を収集し、１階ロビー人権図書コーナー、２階

図書室で閲覧・貸出をしています。 

令和３年度は、４２冊を購入しました。 

 

    <貸  出> 

２階の図書の貸出は、日、祝休日、年末年始、臨時休館を除く、午前

９時から午後５時まで、１階図書コーナーの貸出は、年末年始、臨時休

館を除く、午前９時から午後８時までです。貸出し期間は２週間です。 

 

蔵書図書数 ２，２７８冊 〔令和４年（2022 年）３月末現在〕 

 

●令和３年度人権関係図書購入リスト 

番号 図 書 名 著  者 

１ もののけの日本史 小山 聡子 
２ タリバン 復権の真実 中田 考 
３ 検閲官 山本 武利 
４ 妊娠・出産をめぐるスピリチュアリティ 橋迫 瑞穂 
５ 新書版性差の日本史 国立歴史民俗博物館 
６ コロナ対策禍の国と自治体 金井 利之 
７ 人新世の資本論 斎藤 幸平 
８ 悲劇の世界遺産 井出 明 
９ 使い捨て外国人 指宿 昭一 

１０ ＮＯＮＵＫＥＳ ミツヨ・ワダ・マルシアーノ 
１１ 人びとのなかの冷戦世界 益田 肇 
１２ アイヌ通史 リチャード・シドル 
１３ アメリカンビレッジの夜 アケミ・ジョンソン 
１４ 肉体のジェンダーを笑うな 山崎 ナオコーラ 
１５ この国のかたちを見つめ直す 加藤 陽子 
１６ 魂を撮ろう 石井 妙子 
１７ 世界一やさしい依存症入門 松本 俊彦 
１８ クソったれ資本主義が倒れたあとの、もう

一つの世界 
ヤニス・バルファキス 

１９ 反日 レオ・チン 
２０ 貧困パンデミック 稲葉 剛 
２１ 私がホームレスだったころ 李玟萱 
２２ ホロコースト最年少生存者たち レベッカ・クリフォード 
２３ 植民地教育とはなにか 佐野 通夫 
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２４ 戦争とバスタオル 安井 浩一 
２５ きみが死んだあとで 代島 治彦 
２６ 戦争が巨木を伐った 瀬田 勝哉 
２７ ベトナム戦争と韓国、そして１９６８ コ・ギョンデ 
２８ １９４５、鉄原 イ ヒョン 
２９ 差別はたいてい悪意のない人がする キム・ジヘ 
３０ 私の名前を知って シャネル・ミラー 
３１ SDGｓと人権Q&A 松岡秀紀・岡島克樹 
３２ 感染症と人権 内田博文 
３３ 屠畜のお仕事 栃木 裕 
３４ 「つながり」を育み授業を愉しむ 園田雅春 
３５ 「10の姿」をこえる保育実践のために 井上・佐藤・堀編著 
３６ グーチョキパーのうた 趙 博 
３７ 東京の部落解放運動100年の歩み 部落解放同盟東京都連合会編 
３８ 解放新聞縮刷版第５３巻 解放新聞 
３９ 近代の部落問題 朝治・黒川・内田編 
４０ 大阪マージナルガイド 吉村智博 
４１ 続部落解放論の最前線 朝治・谷本・寺本・友永編 
４２ 全国のあいつぐ差別事件 2021年度版 部落解放・人権政策確立要求中央委

員会 

 

（７）その他事業 

会館だよりの発行 

 
Ａ４版で敬老室・児童室等の事業案内および人権図書案内などを地域の方にお知

らせしています。（発行部数 毎月 1,000 部程度） 
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館全体 児童室事業 学童クラブ事業 敬老室事業 

４ 

月 

 新入生歓迎会 

（中止） 
新入会歓迎会 
第１回保護者会 

 

５ 

月 

厚生文化会館運営

協議会（総会） 

 

練馬こどもまつり 

※ 

 

  

６ 

月 

 

 

夏のステージ 

（中止） 
個人面談  

７ 

月 

 児童館連合行事 

（中止） 

夏の遠足（中止） 

第２回保護者会 七夕のつどい 

（中止） 

８ 

月 

 児童館連合行事 

（オンライン） 
  

９ 

月 

 

 

  敬老の日のつどい 

（中止） 

10 

月 

 えんにち 

 
  

11 

月 

けやきまつり 

（未定） 

巨大迷路 

けやきまつり 

（未定） 

 

個人面談  

12 

月 

もちつき大会 

（中止） 

   

１ 

月 

 児童館展  新春芸能発表会 

（中止） 

２ 

月 

 光フェスタ（未定）   

３ 

月 

 春の遠足（未定） 

 
第３回保護者会 利用者懇談会 

 

       ※令和４年度は、各児童館を会場として実施（厚生文化会館は会場とせず。） 

令和４年度（2022 年度）厚生文化会館事業計画 
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館全体 児童室事業 学童クラブ事業 敬老室事業 

       

月 

  

例 

  

行 

  

事 

  

等 

会館だよりの発行 

 

 

 

 

【クラブ活動】 

（メンバー制クラブ）

リズムダンス 

一輪車 

ミュージカル 

（いつでも参加クラブ） 

ヨーヨーチャレンジ 

けん玉もしかめ 

卓球 

科学で遊ぼう 

工作クラブ 

英語で遊ぼう 

おはなし会 

 

【幼児対象事業】  

よちよち： 

1歳を過ぎた幼児親子 

とことこ: 

2歳を過ぎた幼児親子 

 

【児童室だよりの発行】 

 

【保育行事】 

誕生会・避難訓練 

こま・けんだま・ 

べーごま 

工作・ゲーム大会 

【クラブだより発行】 

【乳幼児対象事業】 

にこにこ（火木金） 

フレッシュキッズ 

（月1回） 

 

太極拳講座 

竹ふみ健康体操 

映画会 

街かどケアカフェ 

（練馬地域包括

支援センター） 

（不定期） 

 
各事業について、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により中止、休止とな
っておりますが、今後も国や東京都の方針に変化が見られた際などに見直しを
行う区の方針に基づき事業の再開や中止の判断を行います。 
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○練馬区立厚生文化会館条例 

平成５年３月18日 

条例第25号 

改正 平成９年３月17日条例第12号 

平成14年３月19日条例第22号 

平成19年３月12日条例第13号 

平成22年12月16日条例第48号 

注 平成19年３月から改正経過を注記した。 

（目的） 

第１条 この条例は、練馬区立厚生文化会館（以下「会館」という。）の設置、

管理および利用について必要な事項を定めることにより、地域住民の相互交流

および自主的活動を促進し、児童および高齢者の福祉を増進するとともに、人

権尊重活動を推進することを目的とする。 

（名称および位置） 

第２条 会館の名称および位置は、つぎのとおりとする。 

名称 位置 

練馬区立厚生文化会館 東京都練馬区練馬四丁目２番３号 

（事業） 

第３条 会館は、第１条の目的を達成するため、つぎの各号に掲げる事業を行う。 

(1) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第40条に基づく児童館事業 

(2) 敬老館事業 

(3) 集会室事業 

(4) 人権尊重に関する事業 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業 

（施設） 

第４条 会館に、つぎの各号に掲げる施設を設ける。 

(1) 会議室 

(2) 視聴覚室 

(3) 和室 

資料１ 
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(4) 料理実習室 

(5) 図書室 

(6) 遊戯室 

(7) 娯楽室 

(8) 浴室 

(9) 相談室 

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設 

（休館日等） 

第５条 会館の休館日は、１月１日から同月３日までおよび12月29日から同月31

日までとする。 

２ 第３条第１号および第２号の事業については、前項の休館日のほか、つぎに

掲げる日は利用できないものとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に定める休日（１

月１日を除く。） 

３ 区長は、特に必要があると認めたときは、第１項に規定する休館日もしくは

前項に規定する利用できない日を変更し、または臨時に休館日もしくは利用で

きない日を定めることができる。 

（平19条例13・全改） 

（開館時間等） 

第６条 会館の開館時間は、午前９時から午後９時30分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第１号および第２号の事業に係る利用時間

については、つぎのとおりとする。 

(1) 第３条第１号の事業 午前10時から午後６時まで。ただし、つぎに掲げる

日においては、午前９時から午後６時までとする。 

ア 土曜日 

イ 練馬区教育委員会が定める練馬区立学校の夏季休業日、冬季休業日およ

び春季休業日 

ウ 都民の日条例（昭和27年東京都条例第75号）に規定する都民の日 
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(2) 第３条第２号の事業 午前９時から午後５時まで 

３ 区長は、特に必要があると認めたときは、第１項の開館時間または前項の利

用時間を変更することができる。 

（平22条例48・全改） 

（利用の手続等） 

第７条 会館の施設および備付器具（以下「施設等」という。）を利用しようと

する者は、練馬区規則（以下「規則」という。）で定めるところにより申請し、

区長の承認を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付けることができる。 

（利用の不承認） 

第８条 区長は、つぎの各号の一に該当するときは、前条第１項の承認をしない。 

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 営利を目的とするおそれがあると認められるとき。 

(3) 会館の管理上支障があると認められるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。 

（使用料） 

第９条 会館の施設の使用料は、別表のとおりとする。 

２ 会館の備付器具の使用料は、１利用単位につき1,000円の範囲内で規則で定め

る。 

３ 第７条の規定により利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、

前２項に規定する使用料を前納しなければならない。 

（使用料の減免） 

第10条 区長は、特に必要があると認めたときは、前条第１項または第２項に規

定する使用料を減額し、または免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認

めたときは、その全部または一部を還付することができる。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。 
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（利用承認の取消し等） 

第13条 区長は、つぎの各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、ま

たは利用を制限し、もしくは停止することができる。 

(1) 利用の目的または条件に違反したとき。 

(2) この条例または区長の指示に違反したとき。 

(3) 災害その他の理由により施設等の利用ができなくなったとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 

（原状回復の義務） 

第14条 利用者は、会館の施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復し

なければならない。前条の規定により承認を取り消され、または利用を停止さ

れたときも同様とする。 

（損害賠償の義務） 

第15条 利用者は、会館の施設等を損傷し、または滅失したときは、その損害を

賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めた

ときは、その額を減額し、または免除することができる。 

（委任） 

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

付則 省略 

 

別表（第９条関係） 

施設 使用料 

大会議室 １時間につき700円

小会議室 １時間につき200円

視聴覚室 １時間につき300円

和室 １時間につき300円

料理実習室 １時間につき500円
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○練馬区立厚生文化会館条例施行規則 

平成５年４月30日 

規則第36号 

改正 平成11年６月24日規則第72号 

平成14年３月19日規則第18号 

平成15年１月９日規則第１号 

平成16年１月19日規則第５号 

平成17年３月31日規則第71号 

平成18年３月23日規則第20号 

平成19年３月30日規則第32号 

平成22年２月16日規則第６号 

平成24年７月31日規則第100号 

平成28年３月22日規則第52号 

平成28年12月28日規則第185号 

平成31年３月20日規則第23号 

注 平成17年３月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、練馬区立厚生文化会館条例（平成５年３月練馬区条例第25

号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（利用の手続） 

第２条 条例第７条第１項の規定により厚生文化会館の施設および備付器具（以

下「施設等」という。）を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、

つぎの各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面を区長に提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、区長が特に必要と認めたときは、この

限りでない。 

(1) 条例第３条第１号に規定する事業 児童室入室票（第１号様式）および児

童室入室カード（第１号様式の２） 

(2) 条例第３条第２号に規定する事業 敬老室利用申請書（第１号様式の３） 

(3) 条例第３条第３号から第５号までに規定する事業 利用申請書（第１号様

資料２ 
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式の４） 

２ 申請者は、区長が必要と認めたときは、利用の申請に当たり、区長が別に定

める書類を提出しなければならない。   （平24規則100・全改） 

（書面の提出期間等） 

第３条 前条第１項の規定による書面の提出期間は、つぎの表のとおりとする。

ただし、区長は、特に公益上必要があると認めたときは、当該期間外において

も書面を受け付けることができる。 

事業名 利用区分 提出期間 

１ 条例第３条第１号およ

び第２号に規定する事業 

個人が施設を利用する場合 随時 

２ 条例第３条第３号から

第５号までに規定する事

業 

１ 第７条第１号から第４

号まで、第６号から第８号

までおよび第13号（免除と

なる場合に限る。）の規定

により利用する場合 

利用予定日の属する月の

３か月前の月の初日から

利用日まで 

２ 前項以外の場合で、区長

が認めるとき。 

利用予定日の属する月の

２月前の月の初日から利

用日まで 

３ 前２項以外の場合 

 

 

利用予定日の属する月の

２月前の月の25日から利

用日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の書面の提出期間内において、日曜日および

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に定める休日の書面の

受付は、行わない。 

３ 第１項の規定による書面の提出時間は、午前９時から午後５時までとする。 

（平19規則32・平24規則100・平28規則185・一部改正） 

（利用の承認） 

第４条 施設等の利用の承認は、第２条第１項の規定により提出された書面の受



 

27 

付順序に従って行う。ただし、前条第１項の表２の部２の項に規定する者から

利用予定日の属する月の２月前の月の初日から同月９日までの間に利用申請が

あったときは、複数の申請があった利用時間帯について、受付順序を抽選で決

定するものとする。 

２ 区長は、第２条第１項第２号の申請について施設等の利用を承認したときは、

敬老室利用券（第１号様式の５）を、同項第３号の申請について施設等の利用

を承認したときは、利用承認書（第２号様式）または備付器具利用承認書（第

２号様式の２）（以下これらを「承認書」という。）を申請者に交付するもの

とする。 

３ 前項の規定により利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、施

設等を利用しようとするときは、敬老室利用券または承認書を提示しなければ

ならない。   （平24規則100・平28規則185・一部改正） 

（利用の変更） 

第４条の２ 利用者が第２条第１項第３号に規定する事業による施設等の利用を

変更しようとするときは、利用日の前日までに、利用変更申請書（第２号様式

の３）に承認書を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請について利用の変更を承認したときは、変更

承認書（第２号様式の４）または備付器具利用変更承認書（第２号様式の５）

を利用者に交付するものとする。 

３ 前項の規定による変更の承認は、変更後の使用料の額と既納の使用料の額が

同額の場合にのみ行うことができるものとする。 

４ 前条第３項の規定は、第２項の規定により変更の承認を受けた場合に準用す

る。   （平24規則100・追加、平28規則185・一部訂正） 

（利用の不承認） 

第５条 区長は、利用の申請が条例第８条各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、その理由を付し、利用不承認通知書（第３号様式）をもって申請者へ通

知する。  （平24規則100・一部改正） 

（備付器具の使用料） 

第６条 条例第９条第２項に規定する備付器具の使用料は、別表のとおりとする。 
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（使用料の減免） 

第７条 条例第10条の規定により使用料を減額し、または免除することができる

場合は、つぎに掲げるとおりとする。 

(1) 区が主催し、または共催する事業で利用するとき。 免除 

(2) 官公署が行政目的のために利用するとき。 免除 

(3) 区内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。 免除 

(4) 区内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校または特別支援学校が教育目的

のために利用するとき。 免除 

(5) 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用すると

き。 免除 

(6) 区が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。 ５割減額 

(7) 幼稚園、小学校、中学校および特別支援学校以外の区内の学校が教育目的

のために利用するとき。 ５割減額 

(8) 別に定める区内の公共的団体が利用するとき。 ５割減額 

(9) 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が、当該登録を受け

た目的のために利用するとき。 ５割減額 

(10) 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める

10人以上の団体が利用するとき。 ５割減額 

(11) 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用すると

き（第５号に該当する場合を除く。）。 ５割減額 

(12) 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用する

とき。 ５割減額 

(13) その他区長が特に必要があると認めたとき。 免除または５割減額 

（平19規則32・一部改正） 

２ 前項の規定により減額した使用料の額に５円未満の端数があるときは、これ

を切り捨て、５円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。 

（使用料の減免手続） 

第８条 前条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第２

条第１項の規定による利用の申請の際に、使用料減免申請書（第１号様式の４）
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を区長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の申請があった場合において必要があると認めたときは、減額

または免除の事由を証明すべき書類等の提示を求めることができる。 

（平24規則100・一部改正） 

（利用の取消し等） 

第９条 区長は、条例第13条の規定により利用の承認を取り消し、または利用の

制限もしくは停止をするときは、その理由を付し、利用承認取消・制限・停止

通知書（第５号様式）により利用者へ通知する。 

２ 利用者は、自己の都合により利用を取り消すときは、利用承認取消申請書（第

６号様式）を区長に提出しなければならない。 

（使用料の還付） 

第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料の全部または一部を還付するこ

とができる特別の理由および還付金額は、つぎの各号に掲げるとおりとする。 

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができな

かったとき。 全額 

(2) 利用者が利用予定日前日までに利用の取消しを申し出たとき。 全額 

(3) 前２号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 区長

が相当と認める額    （平24規則100・一部改正） 

（使用料の還付手続） 

第11条 前条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請

書（第７号様式）を区長に提出しなければならない。 

（委任） 

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。 

 

別表（第６条関係）（平18規則20・平22規則６・平31規則23・一部改正） 

備付器具 使用料 

大会議室舞台（幕含む。） 一式１時間につき 250円

大会議室調光 一式１時間につき 250円
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  付則、様式については省略 

第１号様式（第２条関係）   第１号様式の２（第２条関係） 

第１号様式の３（第２条関係） 第１号様式の４（第２条、第８条関係） 

第１号様式の５（第４条関係） 第２号様式（第４条関係） 

第２号様式の２（第４条関係） 第２号様式の３（第４条の２関係） 

第２号様式の４（第４条の２関係）第２号様式の５（第４条の２関係）

第３号様式（第５条関係）     第４号様式 削除 

第５号様式（第９条関係）     第６号様式（第９条関係） 

第７号様式（第11条関係） 

大会議室音響 一式１時間につき 250円

ピアノ 一式１時間につき 250円

ビデオプロジェクター 一式１時間につき 200円

茶道具 一式１時間につき 100円



 

31 

練馬区立厚生文化会館運営協議会設置要綱 

昭和 48 年 4 月 19 日 

練厚館発第１７６号 

(設置) 

第１条 地域住民の相互交流および自主的活動を促進し、児童および高齢

者の福祉を増進するとともに、人権尊重活動を推進する趣旨に沿った、

練馬区立厚生文化会館(以下「会館」という。)の適切な運営を行うため、

練馬区立厚生文化会館運営協議会(以下｢協議会」という。）を設置する。 

(協議事項) 

第２条 協議会は、会館の運営に関する事項および第１条の趣旨を達成す

るために必要と認められる事項について協議する。 

(組織) 

第３条 協議会は、第１号から第 19 号までに掲げる団体等の代表者およ

び第 20 号に掲げる練馬区職員により組織する。 

 (1) 練馬一丁目原町睦会 

 (2) 練馬一丁目西睦会 

 (3) 練馬二丁目町会 

 (4) 練馬三丁目町会 

 (5) 練馬三丁目親和会 

 (6) 練馬四丁目町会 

 (7) 都営練馬二丁目アパート自治会 

 (8) 都営練馬二丁目第２アパート自治会 

 (9) 練馬中央自治会 

 (10) 練馬本町通り自治会 

 (11) 練馬三丁目交友会 

 (12) 都営練馬二丁目第４アパート自治会 

 (13) 厚生文化会館学童クラブ父母の会 

 (14) 練馬保育園父母の会 

 (15) 部落解放同盟東京都連合会練馬支部 

 (16) 練馬区青少年育成第一地区委員会 

資料３ 
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 (17) 練馬デイサービスセンター 

 (18) 敬老室利用者 

 (19) 集会室利用者 

 (20) 総務部人権・男女共同参画課長、福祉部管理課長、練馬保育園長

および厚生文化会館長の職にある者。 

2 前項の規定にかかわらず、協議会は構成員の協議により必要に応じて

前項に定める者以外の者を加えることができる。 

(役員) 

第４条 協議会に、会長および副会長を置く。 

２  会長は地域の代表者の中から互選する。 

３ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を行う。 

４ 役員の任期は 2 年とし、役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任

者の残存期間とする。ただし、再任は妨げない。また、その任期が終了

し後任者が就任するまでは、その職務を行う。 

(会議) 

第 5 条 協議会の会議は総会および例会とする。総会は年１回、例会は必

要に応じて開催する。 

２ 協議会の会議は会長が招集し、これを主宰する。 

(庶務) 

第 6 条 協議会の庶務は、練馬区立厚生文化会館において処理する。 

(委任) 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項

は、協議会が定める。 

     

付則省略 
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厚生文化会館登録団体のご案内 

 

厚生文化会館では、地域の方々が行う文化活動等を支援するため、団体登録制度を設け

ています。登録された団体の集会室使用料は２分の１に減額されます。 

 

１ 団体登録の要件 

  つぎの（1）から（3）までの要件をすべて満たしている団体は登録することができます。 

(1) 文化活動または地域活動を行う団体であること。 

(2) 団体の構成員が５名以上で、かつ、構成員の５割以上が厚生文化会館を中心として概

ね 700ｍの圏域に居住し、勤務し、または通学していること。 

(3) 営利行為をしていないこと。（※会費等の名目で、会の維持運営に必要な額以上の 

  金額を徴収している場合も含まれます。） 

 

２ 団体登録の申請 

登録を希望する団体は、所定の申請書につぎの書類を添えて、窓口に提出してください。 

◇ 受付時間は、月～土曜日の午前 9 時～午後 5時です。（日・祝休日は受付できません）。 

(1) 規約等 

(2) 構成員名簿および役員名簿 

(3) 会費等を徴収している団体は決算書。ただし、新しく結成した団体は予算書 

(4) その他、必要と認める書類 

 

３ 団体登録証の交付 

登録を認められた団体には、「団体登録証」をお渡しします。集会室の利用申請をする

際に申請書と一緒に窓口に提示してください。 

※登録証を紛失したり、破損したときは、すぐに届け出て再交付を受けてください。 

  登録証の期限は、令和５年６月 30 日です。以後２年ごとに更新します。 

更新手続きには、新規申請と同じく、上の（1）から（4）までの書類が必要です。 

  登録の要件を満たさなくなった団体は、期間内でも登録を取り消します。 

 

４ 団体の変更・解散の届け 

 つぎの（1）から（4）までの事項に該当する場合には、すみやかに届け出てください。 

(1) 団体の名称または代表者を変更したとき。 

(2) 団体の規約等を改正したとき。 

(3) 団体の構成員が３割以上変更したとき。 

(4) 団体が解散したとき｡ 

 

お問い合わせは、厚生文化会館（３９９１－３０８０）まで 

資料４ 
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敬老室の利用案内 

１ 利用時間 

午前９時～午後５時 

 

２ 休み 

日曜日・祝休日・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

３ ご利用できる方 

区内在住の６０歳以上の方 

 

４ 登録 

ご利用いただくには登録が必要です。 

登録するには、①住所を証明できるもの（健康保険証・官公署からの郵便

物等）と②緊急時に連絡のとれる方のお名前、ご住所と電話番号をご用意く

ださい。 

利用券を交付いたします。利用は無料です。 

 

５ 利用できる施設の内容 

施設名 面積 特徴等 

娯楽室（３０畳） 舞台付きの和室です 

火曜・木曜・土曜はカラオケが楽しめます。 

和室（８畳）   囲碁・将棋ができます。 

浴室（６７㎡）  男女一つずつ浴槽があります。 

感染症予防のため休止中です。 

 

６ 行事予定 

毎月、太極拳講座、竹ふみ健康体操、街かどケアカフェなどを行います。 

そのほかに例年行事として、七夕のつどい、芸能発表会などを行います。 

 例年行事は、感染症予防のため休止中です。 

行事の予定は、会館だよりや館内掲示でお知らせします。 

資料５  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〒176-0001 練馬区練馬４－２－３ 
電話 ０３－３９９１－３０８０ 
交通 西武池袋線練馬駅西口徒歩８分

または 都営大江戸線豊島園駅 

Ａ１出口徒歩５分 
※ 自動車駐車場はありません。 

バスターミナル 

  


